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 使ってふくしま！契約野菜産地育成事業に係る業務委託 

公募型プロポーザル方式募集要領 

１ 目 的 

この要領は、福島県（以下「県」という。）が公募型プロポーザル方式により

業務受託者を募集する手続きについて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務名 

使ってふくしま！契約野菜産地育成事業に係る業務委託 

 

３ 業務概要 

本県の野菜産地は、これまで生食用需要を中心に市場流通を主体とする産地

として発展してきており、加工・業務用野菜の生産は少ない状況となっている。

全国的な高齢化や共働き、単身世帯増加に伴い、外食・中食産業における国産野

菜の需要が拡大している中にあって、今後本県においては、加工・業務用野菜の

契約取引に取り組む産地育成を強力に進めていく必要がある。 

このため、本業務は、県内の生産者と実需者の情報を相互に提供するマッチン

グ商談会やセミナー等のイベントを開催し、県内における新たな加工・業務用野

菜産地の育成と販路開拓を目的として実施するものである。 

 

４ 業務仕様 

「別紙１ 仕様書（案）」のとおり 

なお、具体的な手法については、企画提案書の選定後に、提案内容を反映して

調整し、仕様書を確定する。 

 

５ 委託契約の見積限度額 

５，１３５千円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

この上限額以下の金額で委託業務を受注し、確実に実施可能な提案を行うこ

と。 

 

６ 業務の委託期間 

契約締結日から令和９年３月５日（金）まで 
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７ 応募に関する事項について 

（１）参加資格 

次に掲げる条件を全て満たした者とする。 

ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

イ 募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県にお 

ける入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者で

ないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の

申立てをした者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更

生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなさ

れた者（同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続開始の決定を受けた者

を除く。）でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当

しないほか、次に掲げる者でないこと。 

(ｱ) 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に

関与している者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店

又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴

力団（以下の「暴力団」という。）又は同条第 6 号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）。 

(ｲ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

(ｳ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしている者。 

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与している者。 

(ｵ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

している者。 
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オ 県税を滞納している者でないこと。 

カ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

（２）募集要領等の入手方法 

募集要領及び参加申込書等の様式については、福島県農林水産部園芸課 

ホームページからダウンロードすること。 

なお、園芸課窓口又は郵送等での配布は行わない。 

（３）問合せ先及び提出先 

〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号（福島県庁西庁舎９階） 

福島県農林水産部園芸課（担当：主任主査 佐藤 真、主査 佐野 輝幸） 

電 話：０２４－５２１－７３５５ 

ＦＡＸ：０２４－５２１－８５８１ 

Ｅ-ｍａｉｌ：engei@pref.fukushima.lg.jp 

 

８ 実施のスケジュール 

令和８年２月２７日（金）           プロポーザル方式募集要領の公表 

令和８年３月 ３日（火）正午まで   質問書の提出期限 

令和８年３月 ４日（水）１７時まで 質問書への回答 

令和８年３月 ６日（金）正午まで  参加申込書の提出期限 

令和８年３月１２日（木）正午まで   企画提案書等の提出期限 

令和８年３月１９日（木）（予定）    ヒアリング対象者の選定 

（一次審査）結果の通知 

令和８年３月２６日（木）（予定）  最優秀提案者の選定（二次審査） 

令和８年３月３０日（月）（予定）  二次審査結果の通知及び公表  

令和８年４月下旬    （予定）   契約締結 

 

９ 手続きに関する事項 

（１）質問書の提出 

   質問については、以下により受け付ける。 

ア 提出書類：質問書（様式第１号） 

イ 提出期限：令和８年３月３日（火）正午まで 
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ウ 提出方法：郵送、持参、ＦＡＸ又は電子メールによること。 

※ＦＡＸ又は電子メールで送信後は、必ず電話で着信確認

を行うこと。 

エ 回答方法：競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるも 

のを除き、園芸課のホームページに令和 8 年３月４日（水） 

17 時までに公表する。 

（２）参加申込書の提出 

   プロポーザルに参加する意思のある者は、以下により必要書類を提出し

てください。なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。 

ア 提出書類：①参加申込書（様式第２号） 

②会社の概要や実施業務分野が記載されたパンフレット 

等（１部） 

イ 提出期限：令和８年３月６日（金）正午まで 

   ウ 提出方法：郵送、持参、ＦＡＸ又は電子メールによること。 

※ＦＡＸ又は電子メールで送信後は、必ず電話で着信確認

を行うこと。 

（３）企画提案書等の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、（２）の参加申込書を提出した

上で、以下により必要書類を提出すること。 

ア 提出書類：①企画提案書（記載内容については１０のとおり） 

②県から受注した委託業務実績一覧（令和５年度～令和７ 

年度） 

イ 提出部数：１０部 

ウ 提出期限：令和８年３月１２日（木）正午まで 

エ 提出方法：郵送又は持参 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けない。 

オ そ の 他：提出書類の作成に要する経費は全て参加者の負担とし、提 

出された書類等は返還しない。 

 

１０ 企画提案書の記載内容、提出書類 

（１）記載内容 

ア 本県現状を踏まえた本業務の考え方 
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本業務を実施する上で基本となる考え方、加工・業務用野菜の契約取 

引に取り組む産地の育成に向けた方向性を提案すること。 

イ 事業の取組内容 

仕様書に従い、各業務の具体的な取組事項案、方法及びスケジュール 

について具体的に提案すること。 

ウ 業務の実施体制及び業務工程 

本業務の目的を達成するための実施体制や総括責任者の業務遂行 

力及び業務工程について記載すること。 

エ 積算見積書 

仕様書の業務内容ごとに、費目の内訳が分かるよう記載すること（人 

件費、交通費、通信運搬費、印刷費等）。 

また、消費税及び地方消費税が分かるように記載すること。 

（２）様式 

様式は任意とし、１０（１）ア～エの全体でＡ４判１０頁以内（片面印刷

の場合１０枚、両面印刷の場合５枚）とすること。表紙は枚数に含まない。 

なお、必要に応じてＡ３判の折込を可とするが、片面２頁としてカウント

する。 

 

１１ 企画提案書の評価基準等 

（１）選定方式 

公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、

県はこれを総合的に評価し、業務委託予定者（単独随意契約の予定者）を選

定する。 

ア ヒアリング対象者の選定（一次審査） 

参加者の企画提案書について、「（２）審査基準及び配点」により書面 

審査を行い、二次審査におけるヒアリング対象者（３者以内）を選定す 

る。一次審査結果については、企画提案書を提出した参加者全員に対し 

て書面で通知をする。 

なお、企画提案書の提出者が３者以下の場合は一次審査手続を省略 

し、募集要領の参加資格を有し、不適格事項の該当がないことを判断の 

上、適合する全ての提案者をヒアリング対象者とし、その旨を書面で周 

知する。 
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【一次審査の結果通知：令和８年３月１９日（木）予定】 

イ 最優秀提案者の選定（二次審査） 

一次審査で選定された対象者に対し、企画提案書のプレゼンテーショ 

ン及びヒアリングによる二次審査を実施する。 

(ｱ) 正式な開催日時及び場所は別途対象者へ通知する。 

【二次審査の実施日：令和８年３月２６日（木）予定】 

(ｲ) プレゼンテーション時間は２５分以内（説明１５分以内、質疑１０ 

分以内）。 

(ｳ) その他参考資料（プレゼンボード、写真等）の持ち込みは可とする 

が、追加の資料配付は認めない。 

(ｴ)  プレゼンテーションに要する経費は全て参加者の負担とする。 

ウ 審査結果の通知及び公表 

二次審査会参加者全員に対し、書面で通知するとともに、福島県園芸

課ホームページで公表する。 

【結果の通知及び公表：令和８年３月３０日（月）予定】 

（２）審査基準及び配点 

下記の審査項目、配点及び評価基準により審査を行う。 

審査項目 配点 評価基準 

１ 現状を踏まえた本業務の考え方 １５点 現状及び取組方針の明確性、業務の理

解度等 

２ 各業務の取組内容 ６０点 加工・業務用野菜の産地育成への効

果、業務運営手法、業務内容の的確性、

対象の明確化、スケジュール、履行の

確実性等 

３ 業務の実施体制 １５点 実施体制、業務遂行の遂行能力、各関

係機関・団体の事業との調整や相乗効

果等 

４ 事業費の妥当性 １０点 実施内容に対する予算妥当性等 
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（３）業務委託予定者 

審査会において、審査委員ごとに企画提案書の評価・採点を行い、その点 

数を合計した総合点により、業務委託予定者及び次点の者を決定する。 

なお、企画提案者が１者のみの場合は、審査員が採点した総合点の平均値 

が配点の合計点数の６割（60 点）以上となった場合に、当該業務委託予定 

者とする。 

 

１２ 企画提案書を失格とする事項 

書類が次のいずれかに該当した場合は、その参加者を失格とする。 

（１）募集要領等で示す条件に違反した企画提案書 

（２）虚偽の内容が記載されている企画提案書 

（３）プロポーザル審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を

直接的又は間接的に求めた者が提出した企画提案書 

（４）見積限度額を超えている企画提案書 

  

１３ 契約に関する事項 

（１）仕様書の協議 

業務委託予定者は県と協議して、委託契約に係る仕様を確定した上で契 

約を締結する。 

仕様書は、業務委託予定者の提案内容を反映して決定するが、全ての提案

内容は反映されない場合がある 

（２）契約金額の決定 

協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し 

て決定する。なお、見積金額は見積限度額を超えないものとする。 

（３）評価内容の担保 

   企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困

難又は合理的でないときは、県は契約の相手方に対し契約金額の減額、損害

賠償の請求、契約の解除、違約金の請求の対象とすることができる。 

（４）その他 

この手続に参加した者が、参加資格のいずれかを満たさないこととなった

場合又は見積徴取の結果、契約締結に至らなかった場合は、審査結果により

次点であった者と契約の協議をする。 
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１４ その他 

（１）企画提案にあった回数、規模を下回ることのないようにすること。仮に、

やむを得ない事情により企画提案書の内容を実現できない場合には、県と

協議の上それに相当する内容、活動に変更することを可能とするが、その場

合には委託料の減額となることがある。 

（２）当業務は、今後、福島県における予算の執行が可能となったときに確定す

るものである。 


